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●
日
時　

7
月
10
日
（
日
）
７
時

～
18
時

●
本
市
で
投
票
で
き
る
方

▽
日
本
国
民
で
、
投
票
日
に
満
18

歳
と
な
り
、
相
馬
市
選
挙
人
名
簿

に
登
録
さ
れ
て
い
る
方

▽
本
市
に
転
入
し
た
方
は
、
公
示

日
の
３
カ
月
前
ま
で
に
本
市
に
転

入
届
出
を
し
、
引
き
続
き
本
市
の

住
民
基
本
台
帳
に
登
録
さ
れ
て
い

る
方

●
投
票
所
・
入
場
券　

▽
投
票
所
入
場
券
は
、
公
示
日

（
6
月
22
日
）
に
郵
送
し
ま
し
た
。

▽
投
票
所
は
、
投
票
所
入
場
券
に

記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

▽
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い

る
方
は
、
投
票
所
入
場
券
を
紛
失

し
た
り
、
手
元
に
な
い
場
合
で
も

投
票
で
き
ま
す
。
投
票
所
の
受
付

係
に
申
し
出
く
だ
さ
い
。

▽
投
票
所
マ
ッ
プ
は
、
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
確
認
く
だ
さ
い
。

◎
そ
の
ほ
か
、
詳
細
は
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
確
認
ま
た
は
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

　

投
票
日
当
日
に
仕
事
な
ど
で
不

在
の
た
め
投
票
所
に
行
く
こ
と
が

で
き
な
い
方
は
、
投
票
所
入
場
券

裏
面
の
宣
誓
書
を
提
出
し
、
期
日

前
投
票
が
で
き
ま
す
。

●
期
間　

6
月
23
日
︵
木
︶
～
7

月
9
日
︵
土
︶

●
時
間　

8
時
30
分
～
20
時

●
場
所　

市
役
所
１
階
御
仕
法
通

り※�

期
日
前
投
票
所
は
、
1
カ
所
の

み
で
す
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
た
め
宿
泊
施
設
な
ど
で
療
養
し

て
い
る
有
権
者
は
特
例
郵
便
等
投

票
を
利
用
し
て
投
票
で
き
ま
す
。

●
滞
在
地
の
選
挙
管
理
委
員
会
で

投
票
す
る
場
合

　

投
票
用
紙
を
請
求
す
る
手
続
き

が
必
要
で
す
。

●
病
院
な
ど
で
投
票
を
す
る
場
合

　

入
院
、
入
所
中
の
病
院
や
ホ
ー

ム
な
ど
で
、
不
在
者
投
票
が
で
き

ま
す
。
施
設
に
申
し
出
く
だ
さ
い
。

※
不
在
者
投
票
指
定
施
設
の
み
。

●
郵
便
で
投
票
を
す
る
場
合

　

身
体
に
重
度
の
障
が
い
の
あ
る

方
や
介
護
保
険
で
要
介
護
5
の
方

は
、
郵
便
に
よ
る
不
在
者
投
票
が

で
き
ま
す
。

※�

証
明
書
の
交
付
が
必
要
で
す
。

7
月
10
日
︵
日
︶
は

　

第
26
回
参
議
院
議
員
通
常
選
挙
の
投
票
日
で
す

◎
棄
権
し
な
い
で
投
票
し
ま
し
ょ
う
︒

◎
投
票
所
で
の
感
染
症
の
予
防
に
協
力
く
だ
さ
い
︒

期
日
前
投
票
・
宣
誓
書

特
例
郵
便
等
投
票

不
在
者
投
票

▽
投
票
所
内
で
は
、
マ
ス
ク
を
着

用
く
だ
さ
い
。

▽
投
票
所
に
出
入
り
す
る
際
は
、

手
指
の
消
毒
を
お
願
い
し
ま
す
。

▽
投
票
用
紙
に
記
入
す
る
鉛
筆
を

持
参
い
た
だ
く
か
、
備
え
付
け
の

使
い
切
り
鉛
筆
を
利
用
く
だ
さ
い
。

▽
混
雑
す
る
時
間
帯
を
避
け
て
、

投
票
所
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

※�

期
日
前
投
票
は
投
票
日
が
近
く

な
る
ほ
ど
、
投
票
日
当
日
は
午

前
中
に
混
雑
し
ま
す
。

▽
立
候
補
者
の
政
見
な
ど
を
掲
載

し
た
選
挙
公
報
は
、
行
政
区
長
な

ど
を
通
じ
て
各
世
帯
に
配
布
し
ま

す
。
市
役
所
、
出
張
所
、
公
民
館
、

図
書
館
な
ど
市
の
施
設
で
も
配
布

し
て
い
ま
す
。

▽
希
望
者
に
は
郵
送
し
ま
す
の
で
、

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※�

候
補
者
情
報
な
ど
は
、
県
選
挙

管
理
委
員
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
も
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

選
挙
公
報
の
配
布

　

開
票
の
様
子
は
ど
な
た
で
も
観

覧
い
た
だ
け
ま
す
。

●
場
所　

ス
ポ
ー
ツ
ア
リ
ー
ナ
そ

う
ま
第
二
体
育
館

●
開
場
時
間　

19
時
15
分

●
開
票
開
始
予
定　

20
時

※�

観
覧
席
数
に
は
限
り
が
あ
り
ま

す
。

投
票
時
の
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
対
策

開
票
所

●
問
い
合
わ
せ
先　

市
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
（
☎
37
２
１
９
２
）

ホーム
ページは
こちら

感染予防徹底のお願い
　市内では、4 月以降、新型コロナウイルス感染症患者が急激に増加しました。
　新型コロナウイルス感染症は、一人一人の予防が重要です。
　新型コロナワクチンを接種した方も感染しないわけではありませんので、手洗いやマス
クの着用などの基本的な感染対策や新しい生活様式に沿った行動をとり、特に、家庭や職
場、学校での感染予防を徹底ください。
◎詳細はホームページを確認ください。

新型コロナウイルス感染症

●問い合わせ先　保健センター（☎ 35-4477）

お知 せら
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国
民
年
金
第
1
号
被
保
険
者

（
20
歳
以
上
60
歳
未
満
で
厚
生
年

金
な
ど
に
加
入
し
て
い
な
い
自
営

業
な
ど
の
方
）
で
、
国
民
年
金
保

険
料
の
納
付
が
困
難
な
方
を
対
象

に
、
保
険
料
の
免
除
申
請
を
受
け

付
け
て
い
ま
す
。

　

保
険
料
を
未
納
の
ま
ま
に
し
て

い
る
と
、
将
来
受
け
取
れ
る
年
金

が
減
る
だ
け
で
は
な
く
、
障
害
年

金
や
遺
族
年
金
が
受
け
取
れ
な
い

場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
免
除
制

度
を
活
用
く
だ
さ
い
。

●
受
付
開
始
日　

7
月
1
日︵
金
︶

●
対
象
期
間　

7
月
分
か
ら
令
和

5
年
6
月
分
ま
で
（
1
年
間
）

※�

免
除
申
請
は
、
2
年
1
カ
月
前

ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
前
年
度
な
ど
の
申
請
を

忘
れ
た
方
は
、
本
年
度
分
と
併

せ
て
申
請
く
だ
さ
い
。

●
免
除
の
種
類　

保
険
料
の
全
額

が
免
除
さ
れ
る
「
全
額
免
除
」
の

ほ
か
、
一
部
が
免
除
さ
れ
る
「
4

分
の
1
免
除
」、「
半
額
免
除
」、

「
4
分
の
3
免
除
」
な
ど
が
あ
り
、

本
人
、
配
偶
者
お
よ
び
世
帯
主
の

所
得
に
よ
っ
て
決
定
し
ま
す
。

●
留
意
事
項

▽
所
得
な
ど
が
未
申
告
の
場
合
は
、

市
役
所
1
階
税
務
課
な
ど
で
申
告

が
必
要
で
す
。

▽
前
年
度
に
一
部
免
除
と
な
っ
た

方
や
失
業
に
よ
る
特
例
免
除
な
ど

を
受
け
た
方
は
、
本
年
度
も
申
請

が
必
要
で
す
。

▽
審
査
結
果
は
、
受
け
付
け
か
ら

2
～
3
カ
月
後
に
日
本
年
金
機
構

よ
り
送
付
さ
れ
ま
す
。

︻
失
業
に
よ
る
特
例
免
除
︼

●
対
象
者
　
事
業
を
休
廃
止
ま
た

は
会
社
な
ど
を
退
職
し
た
方

●
必
要
書
類　

雇
用
保
険
の
離
職

票
の
写
し
ま
た
は
雇
用
保
険
受
給

資
格
者
証
の
写
し　

な
ど

︻
令
和
3
年
︑
令
和
4
年
福
島
県

沖
地
震
の
被
害
に
よ
る
特
例
免

除
︼

●
対
象
者　

本
人
お
よ
び
配
偶
者
、

世
帯
員
の
財
産
に
2
分
の
1
以
上

の
損
害
を
受
け
た
方

●
必
要
書
類
な
ど　

半
壊
以
上
の

罹
災
証
明
書
の
写
し
ま
た
は
被
災

状
況
届
（
罹
災
証
明
書
で
損
害
額

が
分
か
る
場
合
は
不
要
）

※�

保
険
金
が
支
払
わ
れ
た
場
合
は
、

金
額
を
確
認
で
き
る
証
明
書
の

写
し
も
持
参
く
だ
さ
い
。

︻
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
影
響
に
よ
る
特
例
免
除
︼

●
対
象
者　

次
の
条
件
を
満
た
す

方

▽
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

が
原
因
で
、
令
和
2
年
2
月
以
降

の
収
入
が
減
少
し
た
方

▽
所
得
額
が
保
険
料
免
除
に
該
当

す
る
金
額
ま
で
低
下
す
る
見
込
み

が
あ
る
方

●
必
要
書
類
な
ど　

所
得
の
申
立

書
（
臨
時
特
例
用
）

※�

詳
細
は
日
本
年
金
機
構
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
確
認
く
だ
さ
い
。

︻
原
発
事
故
に
よ
る
特
例
免
除
︼

●
対
象
者　

避
難
指
示
・
屋
内
退

避
指
示
を
受
け
た
市
町
村
に
住
所

が
あ
っ
た
方

※�

申
請
書
に
震
災
当
時
の
住
所
を

記
載
す
る
だ
け
で
、
免
除
を
受

け
ら
れ
ま
す
。

︻
出
産
に
よ
る
免
除
︼

●
対
象
者　

出
産
日
が
平
成
31
年

2
月
1
日
以
降
の
方

※�
出
産
と
は
妊
娠
85
日
以
上
の
出

産
を
い
い
ま
す
。（
死
産
、流
産
、

早
産
な
ど
を
含
み
ま
す
）

※�

出
産
に
よ
る
免
除
が
承
認
さ
れ

た
期
間
は
、
保
険
料
を
納
付
し

た
場
合
と
同
じ
で
、
将
来
受
け

取
れ
る
年
金
は
減
り
ま
せ
ん
。

●
必
要
書
類
な
ど

▽
出
産
前
に
届
け
出
す
る
方
＝
母

子
健
康
手
帳　

な
ど

▽
出
産
後
に
届
け
出
す
る
方
＝
添

付
書
類
は
不
要

※�

出
産
し
た
方
と
子
が
別
世
帯
の

場
合
は
、
出
生
証
明
書
な
ど
出

産
日
お
よ
び
親
子
関
係
を
明
ら

か
に
す
る
書
類
が
必
要
で
す
。

●
免
除
期
間　

出
産
予
定
日
ま
た

は
出
産
日
の
前
月
か
ら
4
カ
月
間

※�

平
成
31
年
2
月
～
4
月
に
出
産

し
た
方
は
、
平
成
31
年
4
月
以

降
の
保
険
料
が
対
象
で
す
。

●
申
請
時
期　

出
産
予
定
日
の
6

カ
月
前
か
ら

︻
納
付
猶
予
︼

●
対
象
者　

50
歳
未
満
の
方

※�

本
人
お
よ
び
配
偶
者
の
所
得
審

査
で
、
保
険
料
の
納
付
が
猶
予

さ
れ
ま
す
。

︻
学
生
納
付
特
例
︼

●
対
象
者　

学
生
の
方

※�

本
人
の
所
得
審
査
の
み
で
、
在

学
中
の
保
険
料
の
納
付
が
猶
予

さ
れ
ま
す
。

※�

学
生
の
方
が
免
除
申
請
す
る
場

合
は
、
学
生
納
付
特
例
が
承
認

さ
れ
ま
す
。

●
必
要
書
類
な
ど　

学
生
証
の
写

し
（
裏
面
に
有
効
期
限
の
記
載
が

あ
る
場
合
は
裏
面
も
必
要
）
ま
た

は
在
学
証
明
書
（
原
本
）　

な
ど

令
和
4
年
度  

国
民
年
金
保
険
料 

免
除
申
請
受
け
付
け

◎
免
除
期
間
の
保
険
料
は
あ
と
か

ら
納
付
で
き
ま
す

　

免
除
や
納
付
猶
予
の
期
間
は
、

保
険
料
を
全
額
納
付
し
た
と
き
と

比
べ
、
将
来
受
け
取
れ
る
年
金
が

減
り
ま
す
。
10
年
以
内
で
あ
れ
ば
、

当
時
免
除
し
た
保
険
料
を
さ
か
の

ぼ
っ
て
納
付
（
追
納
）
す
る
こ
と

で
、
年
金
は
減
り
ま
せ
ん
。

※�

古
い
保
険
料
を
追
納
す
る
場
合

は
、
加
算
額
が
つ
く
場
合
が
あ

り
ま
す
の
で
、
早
め
に
申
し
込

み
く
だ
さ
い
。

●
申
請
方
法

　

申
請
先
に
郵
送
ま
た
は
窓
口
に

持
参
く
だ
さ
い
。

※�

郵
送
申
請
の
場
合
は
、
日
本
年

ホームページ
はこちらから

金
機
構
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
各

種
申
請
様
式
を
取
得
く
だ
さ
い
。

●
申
請
・
問
い
合
わ
せ
先

▽
保
険
年
金
課（
☎
37
２
１
４
１
）

〒
９
７
６
︱
８
６
０
１　

中
村
字

北
町
６
３
︱
３

▽
日
本
年
金
機
構
相
馬
年
金
事
務

所
（
☎
36
５
１
７
２
）

※
音
声
案
内
に
続
い
て
、
5
を
押

　

し
て
く
だ
さ
い
。

〒
９
７
6
︱
８
５
１
０　

中
村
字

桜
个
丘
６
９
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●対象となる市税など　▽市・県民税▽固定資産税▽国民健康保険税▽介護保険料

令和 4 年度 市税などの減免

申請方法は、次のページを確認ください。

●減免の対象者　下記のとおり
※税目などにより要件が異なります。
◎詳細は市役所 1 階税務課に問い合わせ、またはホームページを確認ください。

▽納税義務者が死亡、行方不明、生活保護法の規定による扶助を受ける者、障がい者となったとき
▽納税義務者の前年中の合計所得金額が、1,000 万円以下の方で、納税義務者などが所有し居住してい
る住宅や家財の価格の 10 分の 3以上に損害があるとき（地震保険金など補てん金がある場合は控除後）
（罹災証明書の住宅の被害程度が全壊、大規模半壊、中規模半壊）

市・県民税（要件ごとに減免割合があります）

▽納税義務者などの前年中の合計所得金額が 1,000 万円以下で、納税義務者などが所有し居住している
住宅や家財の価格の 10 分の 3以上に損害があるとき（地震保険金など補てん金がある場合は控除後）
（罹災証明書の住宅の被害程度が全壊、大規模半壊、中規模半壊）
▽納税義務者が生活保護法の規定による扶助を受ける者、障がい者となったとき

国民健康保険税（要件ごとに減免割合があります）

▽第 1号被保険者または主たる生計維持者などが居住している住宅や家財の価格の 10 分の 3以上に損
害があるとき（罹災証明書の住宅の被害程度が全壊、大規模半壊、中規模半壊）
▽主たる生計維持者が死亡、または心身に重大な障がいを受け、もしくは長期間入院したことにより、
収入が著しく減少したとき
▽主たる生計維持者の収入が、事業または業務の休廃止、事業における著しい損失、失業などにより著
しく減少したとき
▽主たる生計維持者の事業収入、給与収入、不動産収入または山林収入のうち、いずれかが前年の収入
と比べて 10 分の 3以上減少したとき、または失業したとき

介護保険料（要件ごとに減免割合があります）

●問い合わせ先　市民税係（☎ 37-2127）

●問い合わせ先　固定資産税係（☎ 37-2128）

●問い合わせ先　市民税係（☎ 37-2127）

●問い合わせ先　市民税係（☎ 37-2127）

　令和 4 年福島県沖地震により被災した方を対象に、市税などの減免を次のとおり行います。

▽土地＝地盤の崩落、流出した土地で形状が著しく変形したとき
▽償却資産＝既に申告がある資産で、全壊、埋没などにより償却資産の原形をとどめないとき、または
修理不能のとき
▽家屋＝罹災証明書の住宅（物件）の損害程度が、全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊のとき

固定資産税（要件ごとに減免割合があります）　

令和 4 年福島県沖地震で被災した方へ

※事業収入は営業、農業、漁業などの収入です。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

お知 せら
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税
目
ご
と
に
減
免
申
請
書
類

を
提
出
く
だ
さ
い
。

◎
罹
災
証
明
書
の
住
宅
の
被
害

程
度
が
中
規
模
半
壊
以
上
の
方

に
は
︑
7
月
中
旬
に
申
請
書
な

ど
を
送
付
予
定
で
す
︒

※
固
定
資
産
税
以
外
。

●
場
所　

市
役
所
1
階
税
務
課

●
時
間　

8
時
30
分
～
17
時

※
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
。

●
申
請
期
限　

8
月
24
日︵
水
︶

※�

罹
災
調
査
が
済
ん
で
い
な
い

場
合
な
ど
の
特
段
の
理
由
が

あ
る
場
合
は
期
限
後
も
受
け

付
け
ま
す
。

※�

減
免
申
請
書
な
ど
は
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

で
き
ま
す
。

●
市
・
県
民
税
︑
国
民
健
康
保

険
税

▽
市
・
県
民
税
（
国
民
健
康
保

険
税
）
減
免
申
請
書

▽
罹
災
証
明
書
の
写
し

▽
補
て
ん
金
が
あ
る
場
合
は
、

被
害
調
書
お
よ
び
保
険
金
の
支

払
い
証
明
書
や
領
収
書
な
ど
補

て
ん
金
額
が
分
か
る
書
類

●
固
定
資
産
税

▽
固
定
資
産
税
減
免
申
請
書

▽
被
災
土
地
（
償
却
資
産
）
明

細
書

▽
被
災
状
況
が
分
か
る
写
真

※
家
屋
は
申
請
不
要
で
す
。

●
介
護
保
険
料

▽
減
免
申
請
書

▽
罹
災
証
明
書
の
写
し

●
申
請
・
問
い
合
わ
せ
先

▽
市
・
県
民
税
、
国
民
健
康
保

険
税
、
介
護
保
険
料
に
関
す
る

こ
と
＝
税
務
課
市
民
税
係
（
☎

37
２
１
２
７
）

▽
固
定
資
産
税
に
関
す
る
こ
と

＝
税
務
課
固
定
資
産
税
係
（
☎

37
２
１
２
８
）

申
請
方
法

令
和
4
年
度 

市
税
な
ど
の
減
免

住
民
税
非
課
税
世
帯
な
ど
へ
の

臨
時
特
別
給
付
金

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

に
よ
る
影
響
が
長
期
化
す
る
中
、

さ
ま
ざ
ま
な
困
難
に
直
面
す
る

方
々
が
速
や
か
に
支
援
を
受
け
ら

れ
る
よ
う
、
住
民
税
非
課
税
世
帯

な
ど
へ
の
臨
時
特
別
給
付
金
を
支

給
し
て
い
ま
す
。

●
支
給
額　

1
世
帯
当
た
り
10
万

円●
申
請
期
限　

9
月
30
日
︵
金
︶

●
対
象
者　

住
民
税
非
課
税
世
帯

ま
た
は
家
計
急
変
世
帯

※�

住
民
税
均
等
割
が
課
さ
れ
て
い

る
方
の
扶
養
親
族
な
ど
の
み
で

構
成
さ
れ
る
世
帯
、
既
に
本
給

付
金
を
受
け
取
っ
て
い
る
世
帯

は
対
象
外
。

住
民
税
非
課
税
世
帯

●
要
件　

令
和
3
年
度
分
ま
た
は

令
和
4
年
度
分
の
住
民
税
均
等
割

が
非
課
税
で
あ
る
世
帯

※�

住
民
税
均
等
割
が
非
課
税
で
あ

る
方
に
は
、
条
例
に
よ
り
住
民

税
均
等
割
が
免
除
さ
れ
て
い
る

方
も
含
み
ま
す
。

※�

未
申
告
の
方
は
、
各
年
の
1
月

1
日
に
居
住
し
て
い
た
市
区
町

村
で
収
入
の
申
告
が
必
要
と
な

り
ま
す
。
申
告
の
結
果
、
非
課

税
世
帯
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、

本
給
付
金
の
対
象
と
な
り
ま
す

が
、
別
途
申
請
が
必
要
と
な
り

ま
す
の
で
、
市
役
所
1
階
社
会

福
祉
課
に
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

●
申
請
方
法　

対
象
者
に
市
か
ら

必
要
書
類
な
ど
を
送
付
し
て
い
ま

す
。
支
給
要
件
確
認
書
に
必
要
事

項
を
記
載
の
上
、
同
封
の
返
信
用

封
筒
で
返
送
く
だ
さ
い
。

●
給
付
方
法　

原
則
と
し
て
令
和

2
年
度
の
特
別
定
額
給
付
金
の
振

り
込
み
に
使
用
し
た
口
座
に
振
り

込
み
ま
す
。

※�

確
認
書
に
記
載
さ
れ
た
口
座
を

既
に
解
約
し
て
い
る
な
ど
の
理

由
で
異
な
る
口
座
へ
の
振
り
込

み
を
希
望
す
る
場
合
な
ど
は
、

支
給
要
件
確
認
書
の
「
受
取
口

座
記
入
欄
」
に
記
入
の
上
、
裏

面
に
確
認
書
類
を
貼
り
付
け
て

提
出
く
だ
さ
い
。

●
要
件　

住
民
税
非
課
税
世
帯
に

該
当
し
な
い
世
帯
の
う
ち
、
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響

家
計
急
変
世
帯

に
よ
り
令
和
4
年
1
月
以
降
の
家

計
が
急
変
し
、
住
民
税
非
課
税
世

帯
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
世
帯

※�

家
計
急
変
世
帯
に
該
当
す
る
か

は
、
令
和
4
年
1
月
以
降
の
任

意
の
1
カ
月
の
収
入
を
12
倍
し

た
年
間
収
入
見
込
額
と
非
課
税

相
当
収
入
限
度
額
と
の
比
較
に

よ
り
判
定
し
ま
す
。

●
申
請
方
法　

必
要
書
類
を
持
参

の
上
、
社
会
福
祉
課
で
申
請
く
だ

さ
い
。

●
必
要
書
類
　

▽
申
請
書

▽
簡
易
な
収
入
（
所
得
）
見
込
額

の
申
立
書

▽
家
計
が
急
変
し
た
こ
と
が
分
か

る
資
料
な
ど
（
給
与
明
細
な
ど
）

※�

申
請
書
な
ど
は
社
会
福
祉
課
で

配
布
す
る
ほ
か
、
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

で
き
ま
す
。

●
給
付
方
法　

申
請
時
に
指
定
し

た
口
座
に
振
り
込
み
ま
す
。

◎
詳
細
は
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ
先　

社
会
福
祉
課

（
☎
37
２
２
０
５
）

︻
必
要
書
類
な
ど
︼

ホームページは
　�こちらから

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
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国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
に
加
入
の
皆
さ
ん
へ

限
度
額
適
用
認
定
証

標
準
負
担
額
減
額
認

定
証

　

現
在
お
使
い
の
認
定
証
の
有
効

期
限
は
、
７
月
31
日
で
す
。
８
月

１
日
以
降
も
引
き
続
き
認
定
が
必

要
な
方
は
、
市
役
所
1
階
保
険
年

金
課
で
更
新
の
手
続
き
を
お
願
い

し
ま
す
。

●
受
付
開
始
日　

7
月
19
日︵
火
︶

※�

国
民
健
康
保
険
か
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
に
よ
り
手
続
き
が
異

な
り
ま
す
。

●
国
民
健
康
保
険
の
方

　

次
の
書
類
を
持
参
の
上
、
手
続

き
く
だ
さ
い
。

▽
保
険
証

▽
顔
写
真
入
り
の
本
人
確
認
書
類

（
運
転
免
許
証
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
な
ど
）
や
介
護
保
険
証
な

ど※�

過
去
１
年
以
内
に
、
90
日
を
超

え
て
入
院
し
て
い
る
方
は
、
そ

れ
を
確
認
で
き
る
書
類
（
領
収

書
・
入
院
証
明
書
な
ど
）。

●
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
の
方

　

７
月
31
日
ま
で
有
効
の
限
度
額

証
を
交
付
さ
れ
て
い
る
方
は
自
動

的
に
更
新
さ
れ
る
た
め
、
手
続
き

　

有
効
期
間
が
７
月
31
日
ま
で
の

国
民
健
康
保
険
一
部
負
担
金
等
免

除
証
明
書
を
お
持
ち
の
方
で
、
次

に
該
当
す
る
方
は
免
除
期
間
が
延

長
さ
れ
ま
す
。

※�

期
間
が
延
長
さ
れ
る
方
の
免
除

証
明
書
は
、
７
月
中
に
郵
送
し

ま
す
。

●
対
象　

▽
帰
還
困
難
区
域
等
の
被
災
者

▽
旧
避
難
指
示
区
域
等
・
旧
居
住

制
限
区
域
等
で
上
位
所
得
層
以
外

の
被
災
者

※
上
位
所
得
層
と
は
、
同
じ
世
帯

　

の
国
保
加
入
者
全
員
、
ま
た
は

　

後
期
高
齢
者
全
員
の
令
和
3
年

免
除
期
間
が

延
長
さ
れ
ま
す

一
部
負
担
金
等
免
除
証
明
書

を
お
持
ち
の
方
へ

　

中
の
所
得
の
合
計
が
、
基
礎
控

　

除
分
を
除
い
て
600
万
円
を
超
え

　

る
世
帯
。

●
延
長
後
の
有
効
期
限
　
令
和
5

年
2
月
28
日
（
火
）

�

●
留
意
事
項
　
所
得
の
申
告
が
済

ん
で
い
な
い
な
ど
の
理
由
で
、
国

民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
方

の
所
得
確
認
が
で
き
な
い
場
合
は
、

一
部
負
担
金
等
免
除
証
明
書
を
交

付
で
き
ま
せ
ん
。　8月 1日以降に使用できる新しい被保険者証を 7

月中に郵送します。
　手元に届いたら必ず住所・氏名を確認ください。
　使用期限が切れた古い被保険者証は、8月以降に
自身で裁断し廃棄（燃やすごみ）してください。

更新 国民健康保険被保険者証・
後期高齢者医療被保険者証

　

勤
務
先
の
健
康
保
険
に
加
入
し

て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
民

健
康
保
険
被
保
険
者
証
が
届
い
て

い
る
方
は
国
保
脱
退
の
届
け
出
が

必
要
で
す
。

　

勤
務
先
の
健
康
保
険
証
と
国
民

健
康
保
険
被
保
険
者
証
の
両
方
を

持
参
の
上
、
市
役
所
1
階
保
険
年

金
課
窓
口
で
手
続
き
く
だ
さ
い
。

　

勤
務
先
の
健
康
保
険
を
脱
退
し

国
保
に
加
入
す
る
場
合
は
、
勤
務

先
か
ら
発
行
さ
れ
る
健
康
保
険
資

格
喪
失
証
明
書
を
持
参
く
だ
さ
い
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

を
被
保
険
者
証
と
し
て

利
用
で
き
ま
す

は
不
要
で
す
。

※�

８
月
１
日
か
ら
使
え
る
限
度
額

証
は
7
月
中
に
郵
送
し
ま
す
。

◎
７
月
31
日
ま
で
有
効
の
限
度
額

証
の
交
付
を
受
け
て
い
な
い
方
で
、

８
月
１
日
か
ら
使
え
る
限
度
額
証

の
交
付
を
受
け
る
方
は
、
手
続
き

が
必
要
で
す
。
顔
写
真
入
り
の
本

人
確
認
書
類
を
持
参
の
上
、
手
続

き
く
だ
さ
い
。

忘
れ
ず
に
国
民
健
康
保

険
脱
退
・
加
入
を
届
け

出
く
だ
さ
い

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
被
保

険
者
証
と
し
て
利
用
す
る
た
め
に

は
、
登
録
が
必
要
で
す
。

　

登
録
の
申
し
込
み
は
マ
イ
ナ

ポ
ー
タ
ル
か
ら
で
き
ま
す
。

　

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
パ
ソ
コ
ン

を
使
う
の
が
不
慣
れ
な
方
は
、
気

軽
に
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ
先　

保
険
年
金
課
（
☎
37
２
１
４
０
）

更
新
時
期
で
す

　

今
年
に
入
り
、
市
内
で
ご
み
収

集
車
の
火
災
が
2
件
発
生
し
て
い

ま
す
。
い
ず
れ
の
火
災
も
、
収
集

さ
れ
た
ス
プ
レ
ー
缶
や
カ
セ
ッ
ト

ボ
ン
ベ
に
残
っ
た
可
燃
性
ガ
ス
が

漏
れ
、
ご
み
圧
縮
時
に
生
じ
た
火

花
な
ど
で
引
火
し
た
こ
と
が
原
因

と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

火
災
が
発
生
し
な
い
よ
う
、
ご

み
を
捨
て
る
際
は
、
次
の
点
に
注

意
く
だ
さ
い
。

▽
不
要
に
な
っ
た
ス
プ
レ
ー
缶
な

ど
を
捨
て
る
場
合
は
中
身
と
ガ
ス

を
完
全
に
使
い
切
っ
て
く
だ
さ
い
。

▽
ガ
ス
抜
き
を
す
る
場
合
は
、
周

囲
に
火
気
の
な
い
風
通
し
の
良
い

屋
外
で
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

▽
ラ
イ
タ
ー
や
リ
チ
ウ
ム
イ
オ
ン

電
池
な
ど
に
よ
る
ご
み
収
集
車
の

火
災
も
全
国
的
に
発
生
し
て
い
ま

す
。
処
分
方
法
を
再
度
確
認
く
だ

さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ
先　

相
馬
消
防
署

（
☎
36
２
１
８
１
）

火災予防のため、
ごみの処分方法
を確認ください

お知 せら
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令和 4 年度 国民健康保険税 税率の改定
●問い合わせ先　保険年金課（☎ 37-2140）

　市は、国民健康保険の運営の健全化を図り、被保険者の皆さんが安心して国民健康保険を利用できるよう、
次のとおり税率を改定します。

■国保財政の現状
　被保険者の高齢化による医療費の増加などに
よって、国保事業に関する費用は増加しています。
年々増加する費用を賄うためには税収を増やす必
要がありましたが、市は、皆さんの負担軽減を図
るために、税率を低い水準のままにし、不足分を
国民健康保険基金からの繰り入れで賄ってきまし
た。しかし、その基金残高が減少し、今後の繰り
入れが困難となったため、税率の見直しが必要に
なりました。

■令和 4 年度税率改定の内容
▽所得割率と均等割額を引き上げ、資産割率と平等割額は据え置
きます。賦課限度額を合計で 3 万円引き上げます。
▽今回の税率改定の影響により、被保険者一人当たりで年間平均
6,400 円程度の増額となることを見込んでいますが、実際の影響
額は世帯の所得や人数によって異なります。
▽子育て世帯の負担軽減の観点から、国の基準のとおり未就学の
方に係る均等割額を 5 割に軽減します。

区分 所得割 資産割 均等割
（被保険者１人につき）

平等割
（１世帯につき） 賦課限度額

医療給付分
改定後 6.69% 15.26% 20,000 円 23,300 円 650,000 円
差額 （+0.08%） （据置） （+2,000 円） （据置） （+20,000円）

後期高齢者支援金分
改定後 2.27% 8.07% 5,700 円 6,400 円 200,000 円
差額 （+0.03%） （据置） （+1,000 円） （据置） （+10,000円）

介護保険分
改定後 1.80% 1.85% 6,200 円 5,500 円 170,000 円
差額 （+0.15%） （据置） （+1,300 円） （据置） （据置）

合計
改定後 10.76% 25.18% 31,900 円 35,200 円 1,020,000 円
差額 （+0.26%） （据置） （+4,300 円） （据置） （+30,000円）

●改定後の金額と前年度との差額

区分 金額

令和３年度（改定前） 87,622 円

令和４年度（改定後） 94,090 円

増額分 6,468 円

● 1 人当たりの平均税額（年額）

■今後の税率改定の方針
　県は、令和 11 年度に県内各自治体の国民健康
保険税率を統一することとしています。（予定）
▽統一される保険税率は、資産割を除いた 3 方
式になります。（現在は、所得割、資産割、均等割、
平均割の 4 方式）

●これまでの市の国保税収と基金残高の推移

◎詳細は納付通知書（7 月 8 日発送）に同封のちらしを確認ください。

⇒市は、令和 5 年度から資産割を段階的に縮小し、令和 8 年度に 3 方式に移行します。
▽統一される保険税率は、現在の市の税率よりも高い水準になり、特に均等割額や所得割率が大きく上がる
ことが見込まれます。また、基金の繰り入れで賄っていた不足分の解消を進める必要があります。
⇒市は、被保険者の負担が急激に増加しないように令和 4 ～ 8 年度の 5 年間で県が示す標準保険料率と同
程度になるよう、段階的に税率の見直しを行っていきます。

基
金
残
高

本来必要だった税収

税率を押さえてきた市の税収

不足分

Ｒ 3Ｈ 29 Ｈ 30 Ｒ１ Ｒ 2 （年度）

10 億

8億

6億

4億

2億

0

（円）

1億

4.5 億

2.8 億
2 億

1.4 億

※�不足分を基金から繰り入れ。

※�標準保険料率＝市町村ごとの保険料率の標準的な水準（赤字にならない税率水準）を表す数値として、県が毎年、県内統
一の算定基準に基づいて算定するもの。
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～
受
診
し
て
健
康
の
通
信
簿
を
つ
け
ま
し
ょ
う
～

　

定
期
的
に
人
間
ド
ッ
ク
を
受
診

し
、
自
分
の
身
体
を
よ
く
知
る
こ

と
が
皆
さ
ん
の
将
来
の
健
康
を
支

え
ま
す
。
身
体
か
ら
の
危
険
信
号

を
早
め
に
キ
ャ
ッ
チ
し
て
、
重
症

化
の
予
防
に
つ
な
げ
ま
し
ょ
う
。

●
対
象
者　

市
国
民
健
康
保
険
の

被
保
険
者
で
、
昭
和
22
年
10
月
1

日
か
ら
昭
和
62
年
9
月
1
日
ま
で

に
生
ま
れ
た
方

※
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
を

　

除
く
。

※�

人
間
ド
ッ
ク
を
受
け
る
方
は
、

特
定
健
康
診
査
を
受
け
ら
れ
ま

せ
ん
。

●
実
施
時
期　

9
月
1
日
︵
木
︶

か
ら
令
和
5
年
2
月
28
日
︵
火
︶

ま
で
の
指
定
の
日

※
公
立
相
馬
総
合
病
院
は
10
月
以

　

降
に
実
施
。

●
実
施
医
療
機
関
と
定
員　

次
の

う
ち
希
望
す
る
医
療
機
関　

▽
相
馬
中
央
病
院
（
月
曜
日
～
金

曜
日
）
＝
300
人

▽
公
立
相
馬
総
合
病
院
（
月
曜
日
、

水
曜
日
、
金
曜
日
）
＝
120
人

●
ド
ッ
ク
検
査
項
目

※
日
帰
り
の
み
。

▽
身
体
計
測
＝
身
長
、
体
重
、
腹

囲
の
測
定
に
よ
る
肥
満
度
検
査

▽
呼
吸
器
系
検
査
＝
胸
部
（
肺
と

心
臓
）
疾
患
の
有
無
を
検
査

▽
循
環
器
系
検
査
＝
高
血
圧
症
、

動
脈
硬
化
と
心
臓
疾
患
の
有
無
を

検
査

▽
消
化
器
系
検
査
＝
食
道
、
胃
、

十
二
指
腸
検
査
と
便
潜
血
反
応
検

査▽
肝
機
能
系
検
査
＝
血
液
検
査
に

よ
る
肝
機
能
検
査

▽
糖
尿
病
系
検
査
＝
糖
尿
病
の
有

無
を
検
査

▽
腎
尿
路
系
検
査
＝
腎
尿
路
疾
患

の
有
無
を
検
査

▽
貧
血
系
検
査
＝
貧
血
の
有
無
を

検
査

▽
超
音
波
検
査
＝
胆
の
う
と
肝

臓
・
腎
臓
の
超
音
波
検
査

※
食
道
、
胃
、
十
二
指
腸
検
査
は
、

　

透
視
検
査
ま
た
は
内
視
鏡
検
査

　

の
ど
ち
ら
か
を
選
択
す
る
こ
と

　

が
で
き
ま
す
。

●
事
後
指
導
　
検
査
結
果
に
基
づ

き
、
保
健
指
導
を
必
要
と
す
る
場

合
は
医
師
の
指
示
や
保
健
師
に
よ

る
事
後
指
導
を
行
い
ま
す
。

●
受
付
開
始
日　

7
月
15
日

︵
金
︶
8
時
30
分

●
場
所　

市
役
所
1
階
保
険
年
金

課※�

7
月
15
日
の
み
、
市
役
所
1
階

御
仕
法
通
り
で
受
け
付
け
。

●
留
意
事
項

▽
電
話
で
の
申
し
込
み
は
不
可
。

▽
国
民
健
康
保
険
証
を
必
ず
持
参

く
だ
さ
い
。

▽
駐
車
場
は
、
庁
舎
南
側
を
使
用

く
だ
さ
い
。

▽
会
場
整
理
の
た
め
、
先
着
順
に

整
理
券
を
配
布
し
ま
す
。

▽
来
庁
の
際
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
防
止
対
策

に
協
力
く
だ
さ
い
。

●
料
金
（
自
己
負
担
額
）

８
︑
４
０
０
円

●
受
付
期
限　

9
月
30
日
（
金
）

　

国
保
人
間
ド
ッ
ク
受
診
者
の
う

ち
、
希
望
す
る
方
は
実
費
で
次
の

検
査
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

●
前
立
腺
が
ん
検
査　

▽
対
象
者　

50
歳
以
上
の
男
性

▽
料
金　

２
、
９
５
０
円　

●
ピ
ロ
リ
菌
検
査
︵
血
液
検
査
に

よ
る
抗
体
検
査
︶　

▽
対
象
者　

限
定
な
し

▽
料
金　

２
、
４
６
０
円

︻
相
馬
中
央
病
院
の
み
︼

●
血
管
年
齢
︵
動
脈
硬
化
度
︶
検

査▽
対
象
者　

限
定
な
し

▽
料
金　

１
、
１
０
０
円

●
腫
瘍
マ
ー
カ
ー
検
査

▽
対
象
者　

限
定
な
し

▽
料
金　

４
、
８
７
０
円

▽
検
査
内
容　

Ｃ
Ａ
１
９
︱
９

（
す
い
臓
が
ん
、
胆
道
が
ん
な

ど
）、
Ａ
Ｆ
Ｐ
（
肝
臓
が
ん
な
ど
）、

Ｃ
Ｅ
Ａ
（
大
腸
が
ん
、
胃
が
ん
な

ど
）

●
申
し
込
み
方
法　

人
間
ド
ッ
ク

と
併
せ
て
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

※
オ
プ
シ
ョ
ン
検
査
の
み
の
申
し

　

込
み
は
で
き
ま
せ
ん
。

7
月
15
日︵
金
︶

受
け
付
け
開
始

国
保
人
間
ド
ッ
ク

オ
プ
シ
ョ
ン
検
査

国
保
の
人
間
ド
ッ
ク

　

国
保
人
間
ド
ッ
ク
と
併
せ
て
、

ホ
ー
ル
ボ
デ
ィ
カ
ウ
ン
タ
ー
検
査

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

希
望
す
る
方
は
国
保
人
間
ド
ッ

ク
受
付
時
に
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

※
所
要
時
間
は
着
替
え
を
含
め
て

　

10
分
程
度
で
す
。

●
費
用　

無
料

●
検
査
結
果　

保
健
セ
ン
タ
ー
か

ら
通
知
し
ま
す
。

●
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先���

保
険

年
金
課
（
☎
37
２
１
４
０
）

ホ
ー
ル
ボ
デ
ィ
カ
ウ
ン

タ
ー
検
査

　近年、大雨による土砂災害や浸水などが日本各地で発生しています。
　気象庁は、大雨による災害の危険度を色分けで地図上に表示する危険度分布「キ
キクル」を公表しています。
　災害発生の危険を察知し、安全なうちに避難するために、危険度分布「キキクル」
の情報を活用しましょう。
●問い合わせ先　地域防災対策室（☎ 37-2121）

危険度分布「キキクル」を活用しましょう

お知 せら
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乳
が
ん
集
団
検
診

　

市
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
対
策
を
行
い
な
が
ら
、
乳

が
ん
集
団
検
診
を
実
施
し
て
い
ま

す
。

　

検
診
の
対
象
と
な
る
方
は
、
ぜ

ひ
、
こ
の
機
会
に
検
診
を
受
け
ま

し
ょ
う
。

●
対
象
者　

次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
方　

▽
4
月
1
日
現
在
、
40
歳
以
上
の

女
性
で
偶
数
年
齢
の
方

▽
昨
年
度
の
該
当
者
（
4
月
1
日

現
在
、
奇
数
年
齢
の
方
）
で
令
和

3
年
度
中
に
受
診
で
き
な
か
っ
た

方◎
次
に
該
当
す
る
方
は
乳
が
ん
集

団
検
診
を
受
け
ら
れ
ま
せ
ん

▽
ペ
ー
ス
メ
ー
カ
ー
、
シ
ャ
ン
ト

チ
ュ
ー
ブ
、
ポ
ー
ト
が
入
っ
て
い

る
方

▽
乳
房
の
美
容
整
形
を
受
け
た
こ

と
が
あ
る
方

▽
妊
娠
中
・
授
乳
中
の
方

▽
し
こ
り
や
痛
み
な
ど
自
覚
症
状

の
あ
る
方

▽
乳
が
ん
術
後
や
通
院
中
の
方

●
実
施
方
法　

マ
ン
モ
グ
ラ
フ
ィ

検
査

●
場
所　

保
健
セ
ン
タ
ー

●
予
約
可
能
な
検
診
日　

▽
8
月
24
日
（
水
）

▽
8
月
25
日
（
木
）

▽
9
月
13
日
（
火
）

●
申
し
込
み
方
法　

保
健
セ
ン

タ
ー
に
電
話
で
予
約
く
だ
さ
い
。

※�

後
日
、
通
知
書
と
受
診
録
を
送

付
し
ま
す
。

●
料
金
（
自
己
負
担
額
）

１
、
０
０
０
円

※�
検
診
当
日
、
70
歳
以
上
の
方
は

無
料
。

※�
昭
和
56
年
4
月
2
日
～
昭
和
57

年
4
月
1
日
生
ま
れ
の
方
に
は
、

事
前
に
無
料
ク
ー
ポ
ン
券
を
送

付
し
て
い
ま
す
。
検
診
当
日
は
、

無
料
ク
ー
ポ
ン
券
を
忘
れ
ず
に

持
参
く
だ
さ
い
。

　

女
性
が
生
涯
で
乳
が
ん
に

か
か
る
確
率
は
実
に
9
人
に

1
人
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
早
期
が
ん
の
10

年
生
存
率
は
95
％
以
上
で
す
。

（
国
立
が
ん
研
究
セ
ン
タ
ー

が
ん
情
報
サ
ー
ビ
ス
、
が
ん

統
計
よ
り
）

予
約
受
け
付
け
中

早
期
発
見
・
早
期

治
療
が
大
切
で
す

●
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先　

保
健

セ
ン
タ
ー
（
☎
35
４
４
７
７
）

　テレビやビデオ、スマートフォン、パソコンなどは、現代社会においては必要ですが、子どもの精神発達
に悪影響を及ぼし、行動異常がおこることがあります。
　公益社団法人日本小児科医会は次のとおり提言しています。

2 歳までテレビやスマホは控えましょう！
小児科医会からのお知らせ

【解説】
　赤ちゃんは 2 歳までに、愛着、アタッチメントと呼ばれる「人を信用する能力」
を身につけていきます。
　この時期に、テレビやスマートフォンなどの「モノ」で遊ぶことが多くなると、
人に関わる能力が育たず、小学校以降の集団生活に適応できなくなります。
　2 歳までテレビやスマートフォンは控えてください。「スマホに子守をさせない
で」は、とても大切なことです。

①２歳までのテレビ、ビデオの視聴は控えよう。
②授乳中、食事中のテレビ、ビデオの視聴はやめよう。
③全てのメディアへ接触する時間を一日 2時間までにしよう。（ゲームは一日 30 分まで）
④子ども部屋にはテレビ、ビデオ、パソコンを置かないようにしましょう。
⑤保護者と子どもでメディアを上手に利用するルールをつくろう。

　子どもにとって、テレビを消して保護者と一緒に食事をし、身体を使った遊びをすることはとても大切で
す。人との関わり方や、人とのやりとりの基本を学べるからです。
　保護者のテレビやゲームが多い場合も、子どもと直接触れ合う時間が奪われ、子どもに悪影響を与えます。
　テレビやスマートフォンへの依存は、思春期の非行、不登校、引きこもりの主要な原因の一つです。
　ゲームで人とつながっても対人関係は育ちません。表情の読みとりがないからです。
　「モノ」で遊ぶのではなく、人と遊ぶ楽しさを教えることが何よりの対策です。
（監修＝相馬郡医師会・横山浩之�福島県立医科大学ふくしま子ども・女性医療支援センター教授）
●問い合わせ先　保健センター（☎ 35-4477）

小児科医会からの提言「スマホに子守をさせないで」
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お知 せら

新
規
創
業
者
支
援
施
設

利
用
者
募
集

　

市
は
、
新
規
創
業
者
の
育
成
な

ど
の
た
め
、
次
の
施
設
の
利
用
者

を
随
時
募
集
し
て
い
ま
す
。

●
所
在
地　

振
興
公
社
振
興
ビ
ル

1
階
ス
ペ
ー
ス

●
対
象
者　

市
内
で
開
業
を
目
指

す
方

●
業
種　

小
売
業
・
サ
ー
ビ
ス
業

※
飲
食
店
を
除
く
。

●
費
用　

月
額
1
万
円

※
光
熱
水
費
含
む
。　走行中のバス車内での事故を防止するた

め、車内事故防止キャンペーンへの理解と
協力をお願いします。
▽走行中に席を離れると、転倒など思わぬ
けがをする場合があります。降車の際は、
バスが完全に停車し、扉が開いてから席を
立ちましょう。
▽バスは安全運転に徹していますが、やむ
を得ず急ブレーキをかける場合がありま
す。立って利用する場合は、つり革や握り
棒をしっかりつかみましょう。
●問い合わせ先　公益財団法人福島県バス
協会（☎ 024-546-1478）

バスの車内事故防止に
協力ください

チ
ャ
レ
ン
ジ
シ
ョ
ッ
プ

塚
田
事
業
所

●
所
在
地　

中
村
字
塚
田
７
２

●
対
象
者　

新
規
で
開
業
す
る
方

●
業
種　

小
売
業
・
サ
ー
ビ
ス
業

●
費
用　

月
額
２
５
、６
０
０
円

※
光
熱
水
費
な
ど
別
途
負
担
。

◎
詳
細
は
問
い
合
わ
せ
ま
た
は

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
確
認
く
だ
さ
い
。

　

現
在
、
介
護
保
険
施
設
な
ど
を

利
用
し
て
い
て
、
市
か
ら
食
費
や

居
住
費
（
滞
在
費
）
に
関
す
る
負

担
限
度
額
の
認
定
を
受
け
て
い
る

方
は
、
認
定
証
の
有
効
期
限
が
７

月
31
日
で
す
。

　

８
月
以
降
も
負
担
限
度
額
認
定

証
が
必
要
な
方
は
、
７
月
29
日

（
金
）
ま
で
に
申
請
く
だ
さ
い
。

※�

有
効
期
限
が
過
ぎ
た
負
担
限
度

額
認
定
証
は
、
市
役
所
１
階
健

康
福
祉
課
に
返
却
く
だ
さ
い
。

●
対
象
者
　
介
護
保
険
施
設
な
ど

を
利
用
し
て
い
て
、
市
か
ら
食
費

や
居
住
費
（
滞
在
費
）
に
関
す
る

負
担
限
度
額
認
定
を
受
け
て
い
る

方※�

現
在
認
定
証
を
持
っ
て
い
る
方

に
は
、
７
月
１
日
に
更
新
の
お

知
ら
せ
を
送
付
し
ま
す
。

●
必
要
書
類
な
ど　

▽
負
担
限
度
額
認
定
申
請
書

▽
預
貯
金
の
通
帳
や
有
価
証
券
な

ど
の
写
し
（
口
座
情
報
、
申
請
日

時
点
で
の
最
終
残
高
を
含
む
申
請

日
か
ら
２
カ
月
前
ま
で
の
明
細
が

分
か
る
も
の
）

※�

複
数
の
口
座
が
あ
る
場
合
、
全

て
の
通
帳
の
写
し
が
必
要
で
す
。

※�

所
得
要
件
の
確
認
の
た
め
、
配

偶
者
が
い
る
方
は
、
配
偶
者
の

通
帳
な
ど
の
写
し
も
必
要
で
す
。

●
所
得
要
件　

次
の
と
お
り　

負担段階 所得要件 預貯金額
（夫婦の場合）

第 1段階 生活保護受給者など 1,000 万円以下
（2,000万円以下）

第 2段階

世帯全員が市民
税非課税（※）

合計所得金額＋課税年金収入額＋非課税年金収
入額の合計額が 80 万円以下

650 万円以下
（1,650万円以下）

第 3段階①
合計所得金額＋課税年金収入額＋非課税年金収
入額の合計額が 80 万円超 120 万円以下

550 万円以下
（1,550万円以下）

第 3段階②
合計所得金額＋課税年金収入額＋非課税年金収
入額の合計額が 120 万円超

500 万円以下
（1,500万円以下）

※別世帯に配偶者がいる場合は、配偶者の方も市民税非課税であることが必要です。

●
申
請
・
問
い
合
わ
せ
先　

健
康

福
祉
課
（
☎
37
３
０
６
５
）

介
護
保
険
負
担
限
度
額
認
定
証

更
新
申
請
を
受
け
付
け
中

　

そ
う
ま
広
域
シ
ル
バ
ー
人
材
セ

ン
タ
ー
は
、
60
歳
以
上
の
方
を
対

象
に
、
刈
払
機
取
扱
講
習
を
開
催

し
ま
す
。

●
日
時　

7
月
21
日
︵
木
︶
8
時

45
分
～
16
時
30
分

●
場
所　

総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

（
は
ま
な
す
館
）
お
よ
び
近
隣
緑

地
帯

●
対
象
者
　
市
内
在
住
の
60
歳
以

上
の
方
で
、
受
講
後
、
シ
ル
バ
ー

人
材
セ
ン
タ
ー
の
会
員
に
な
り
、

就
業
で
き
る
方

●
申
込
期
限　

7
月
8
日
（
金
）

●
定
員　

6
人

●
受
講
料　

無
料

●
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先　

そ
う

ま
広
域
シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー

（
☎
36
１
２
８
３
）

刈
払
機取

扱
講
習

受
講
者
募
集

●
問
い
合
わ
せ
先　

商
工
観

光
課
（
☎
37
２
１
５
４
）
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　ふくしま生活・就職応援セン
ターは、就職について悩みを抱え
ている方を対象に、キャリアコン
サルタントによる相談会を開催し
ます。
　ぜひ相談ください。
● 日 時　7 月 20 日（ 水 ）13 時
30 分～ 15 時 30 分
●場所　千客万来館研修室
※事前予約が必要です。
●申込・問い合わせ先　ふくしま
生活・就職応援センター南相馬事
務所（☎ 23-1239）

おしごと相談会

事業主の方へ　

　

中
退
共
制
度
は
、
中
小
企
業
退

職
金
共
済
法
に
基
づ
き
、
中
小
企

業
の
振
興
と
従
業
員
の
福
祉
の
増

進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設

立
さ
れ
た
退
職
金
制
度
で
す
。

●
特
長

▽
国
の
掛
け
金
助
成
を
受
け
ら
れ
る

▽
掛
け
金
は
全
額
非
課
税
と
な
る

▽
社
外
積
立
な
の
で
管
理
が
簡
単

▽
パ
ー
ト
用
の
掛
け
金
も
あ
る

◎
詳
細
は
問
い
合
わ
せ
ま
た
は

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
確
認
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ
先　

独
立
行
政
法

人
勤
労
者
退
職
金
共
済
機
構
中
小

企
業
退
職
金
共
済
事
業
本
部
（
☎

０
３
︱
6
9
0
7
︱
1
2
3
4
）

退職金で
会社に元気と活力を

中小企業退職金共済制度ホームページは
　�こちらから

　

相
馬
税
務
署
は
、
事
業
者
を
対

象
に
消
費
税
の
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度

説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。

●
日
時
な
ど　

下
表
の
と
お
り

●
留
意
事
項

▽
説
明
会
は
事
前
予
約
制
で
、
各

回
と
も
定
員
に
な
り
次
第
、
受
け

付
け
を
終
了
し
ま
す
。

▽
①
で
は
説
明
会
終
了
後
、
希
望

す
る
方
を
対
象
に
登
録
申
請
相
談

会
を
開
催
し
ま
す
。

▽
駐
車
場
に
限
り
が
あ
る
た
め
、

可
能
な
限
り
公
共
交
通
機
関
を
利

用
く
だ
さ
い
。

●
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先　

相
馬

税
務
署
（
☎
36
３
９
４
２
）

消
費
税
の
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
に

関
す
る
説
明
会

日時 定員 場所

①７月21日（木）
13 時 30 分
～ 15 時 30 分

20 人 相馬税務署 2階会議室
（中村字曲田 92-2）

②８月３日（水）
15 時 30 分
～ 16 時 20 分

48 人
総合福祉センター（はま
なす館）第二・第三会議
室（小泉字高池 357）

●日時など

　

福
島
地
方
法
務
局
は
、
自
筆
証

書
遺
言
書
保
管
制
度
に
関
す
る
出

前
講
座
を
行
っ
て
い
ま
す
。

●
対
象
者　

市
内
の
公
共
性
の
あ

る
各
種
団
体
、
グ
ル
ー
プ
（
市
民

団
体
、公
共
団
体
、町
内
会
な
ど
）

※
お
お
む
ね
10
人
以
上
。

●
内
容　

公
民
館
な
ど
に
法
務
局

の
職
員
を
派
遣
し
、
自
筆
証
書
遺

言
書
を
法
務
局
で
保
管
す
る
制
度

を
利
用
す
る
際
の
注
意
点
や
申
請

手
続
き
に
つ
い
て
説
明
し
ま
す
。

●
講
座
時
間　

1
時
間
程
度

●
申
し
込
み
方
法　

講
座
開
催
希

望
の
1
カ
月
前
ま
で
に
、
申
込
書

に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
フ
ァ
ク

ス
ま
た
は
郵
送
で
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。

※�

申
込
用
紙
は
、
法
務
局
相
馬
支

局
お
よ
び
市
役
所
1
階
市
民
課

で
配
布
し
ま
す
。

●
留
意
事
項

▽
日
時
は
申
込
書
に
記
載
さ
れ
た

希
望
日
時
を
も
と
に
調
整
し
ま
す
。

※�

業
務
の
都
合
上
、
希
望
に
添
え

な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▽
会
場
は
申
し
込
む
団
体
な
ど
で

用
意
く
だ
さ
い
。

▽
開
催
の
際
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
防
止
対
策

を
徹
底
く
だ
さ
い
。

●
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先　

福
島

地
方
法
務
局
（
☎
０
２
４
︱
５
３

４
︱
１
９
７
１
、
フ
ァ
ク
ス
０
２

４
︱
５
３
４
︱
１
９
４
９
）

〒
９
６
０
︱
８
０
２
１　

福
島
市

霞
町
１
番
４
６
号

自
筆
証
書
遺
言
書
保
管
制
度

出
前
講
座

参加者
募集

　

県
立
視
覚
支
援
学
校
は
、
疾
病

な
ど
に
よ
る
視
機
能
低
下
（
著
し

い
視
力
低
下
や
視
野
狭
窄
、
視
野

欠
損
な
ど
）
で
、
就
学
や
進
学
、

就
労
で
困
っ
て
い
る
方
の
教
育
相

談
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

気
軽
に
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
対
象　

乳
幼
児
か
ら
成
人
ま
で

●
相
談
・
問
い
合
わ
せ
先　

県
立

視
覚
支
援
学
校
（
☎
０
２
４
︱
５

３
４
︱
２
５
７
４
）

▽
相
談
専
用
（
☎
０
８
０
︱
７
３

４
７
︱
３
９
０
８
）

視
覚
障
が
い
者

の
教
育
相
談

ホーム
ページ
はこちら

県
立
視
覚
支
援
学
校
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お知 せら

●問い合わせ先　生活環境課（☎ 37-2144）

子どもと高齢者の交通事故防止
▽保護者は子どもに対し、
暗くなる前に帰宅するよ
う教えましょう。
▽夕暮れや夜間に外出す
る際は、運転者から発見
されやすいように、明る

自転車の交通事故防止とヘルメット着用の促進
●福島県自転車安全利用五則
①自転車は、車道が原則、歩道は例外
②車道は左側を通行
③歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
④安全ルール・マナーを守る　
　▽飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
　▽夜間はライトを点灯・反射材着装
　▽交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
　▽運転中の携帯電話・ヘッドホン使用、傘さし運転の禁止
⑤被害軽減のためヘルメット着用に努める
◎自転車を利用するときは、点検整備のほか、自転車損害賠償
責任保険などに加入しましょう。

スローガン：「締めました！」  乗る人みんなの  合言葉

令和 4 年夏の交通事故防止県民総ぐるみ運動
7 月 16 日（土）～ 7 月 25 日（月）

飲酒運転、無免許運転および速度超過などの悪質・危険な運転の根絶
▽飲酒運転、無免許運転、速度超過、あおり運転、ながら運転などの悪質・
危険な運転が重大事故につながることや、交通事故を起こしたときの社会
的責任について、話し合いましょう。
▽長距離運転の際は、過労にならないよう余裕のある計画を立てましょう。
▽飲酒運転は犯罪です。「飲んだら乗らない、乗るなら飲まない」を徹底し、
あらかじめ運転者を決めておく「ハンドルキーパー運動」を推進しましょう。

全ての座席のシート
ベルトとチャイルド
シートの正しい着用
の徹底
▽運転者は、自らシートベル
トを正しく着用するととも
に、後部座席を含む同乗者全
員にシートベルトとチャイル
ドシートを正しく着用させま
しょう。また、着用したこと
を確認してから発進しましょ
う。

道路横断中の交通事故防止
▽道路を横断する際は無理な横断をしないこ
と、近くに横断歩道がある場合は、必ず横断
歩道を渡り、その際は手をあげるなど、運転
者に横断する意思を伝えることを家族ぐるみ
で実践しましょう。

い目立つ色の服装や、夜光反射材を身につけ
ましょう。
▽子どもや高齢の歩行者、電動車いす利用者
などを見かけたら、保護・誘導活動を積極的
に行うなど、子どもの手本となるよう正しい
交通ルールとマナーを実践しましょう。

▽横断歩道や自転車横断帯
の付近では速度を落とし、
横断歩道などを渡ろうとす
る歩行者や自転車を見かけ
たら、必ず一時停止をしま
しょう。
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おでかけミニバス運行中 !!
　市は、65歳以上の方の買い物支援と中心市街地活性化を目的
として「おでかけミニバス」を運行しています。
※�運行表は市役所 1階御仕法通りや各公民館で配布するほか、
ホームページからもダウンロードできます。
◎詳細は問い合わせください。

●問い合わせ先　企画政策課（☎ 37-2132）

市内 20 ルート

運
転
免
許
証
の
自
主
返
納

　
　
　
　
　
を
考
え
て
み
ま
せ
ん
か

　

全
国
的
に
高
齢
運
転
者
に
よ
る

重
大
事
故
が
多
発
し
て
い
ま
す
。

　

次
に
思
い
当
た
る
場
合
、
運
転

免
許
証
の
自
主
返
納
を
考
え
て
み

ま
せ
ん
か
?

▽
運
転
に
不
安
を
感
じ
る
よ
う
に

な
っ
た

▽
体
力
の
衰
え
を
感
じ
る
よ
う
に

な
っ
た

▽
標
識
を
見
落
と
し
て
し
ま
う
こ

と
が
増
え
た
（
歩
行
者
の
発
見
が

遅
れ
て
し
ま
っ
た
）　

▽
交
通
事
故
を
起
こ
し
そ
う
に

な
っ
た
（
事
故
を
起
こ
し
て
し

ま
っ
た
）

︻
運
転
免
許
証
自
主
返
納
の

メ
リ
ッ
ト
︼

　

有
効
期
限
内
に
運
転
免
許
証
を

自
主
返
納
す
る
と
、
身
分
証
明
書

と
し
て
使
用
で
き
る
運
転
経
歴
証

明
書
を
申
請
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
運
転
経
歴
証
明
書
を
提

示
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
サ
ー
ビ
ス
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
る
運
転
卒

業
サ
ポ
ー
ト
制
度
が
あ
り
ま
す
。

サ
ー
ビ
ス
を
受
け
ら
れ
る
お
店
な

ど
は
、
下
記
の
ポ
ス
タ
ー
が
目
印

で
す
。

※
市
内
に
は
、
市
連
合
商
栄
会
な

高
齢
運
転
者
と
家
族
の
方
へ

　

ど
支
援
事
業
を
行
っ
て
い
る
多

　

数
の
事
業
者
が
い
ま
す
。

◎
市
は
、
65
歳
以
上
の
方
を
対
象

と
し
た
「
お
で
か
け
ミ
ニ
バ
ス
」

を
運
行
し
て
い
ま
す
の
で
、
移
動

手
段
の
一
つ
と
し
て
利
用
く
だ
さ

い
。

◎
自
主
返
納
の
手
続
き
は
相
馬
警

察
署
へ
。

◎
県
内
の
運
転
免
許
証
自
主
返
納

者
へ
の
サ
ポ
ー
ト
な
ど
の
詳
細

は
、
県
生
活
交
通
課
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
確
認
く
だ
さ
い
。

ホームページ
はこちらから

●
問
い
合
わ
せ
先　

生
活
環

境
課
（
☎
37
２
１
４
４
）

金
婚
を
祝
う
会
を
開
催
し
ま
す

　

市
は
、
結
婚
50
周
年
の
ご
夫
婦

を
祝
う
「
金
婚
を
祝
う
会
」
を
次

の
と
お
り
開
催
し
ま
す
。

●
対
象
者　

市
内
に
住
所
を
有
し
、

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

▽
今
年
結
婚
50
年
を
迎
え
る
ご
夫

婦
（
昭
和
47
年
中
に
結
婚
さ
れ
た

ご
夫
婦
）

▽
昭
和
46
年
以
前
に
結
婚
さ
れ
、

こ
れ
ま
で
の
「
金
婚
を
祝
う
会
」

に
申
し
込
ん
で
い
な
い
ご
夫
婦

●
日
時　

9
月
30
日
︵
金
︶
11
時

●
場
所　

総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

（
は
ま
な
す
館
）

●
申
込
期
限　

7
月
22
日
（
金
）

●
申
し
込
み
方
法　

申
込
書
に
必

要
事
項
を
記
入
し
、
市
役
所
1
階

健
康
福
祉
課
に
申
し
込
み
く
だ
さ

い
。

※�

申
込
書
は
健
康
福
祉
課
で
配
布

す
る
ほ
か
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

※�
後
日
、
申
込
者
に
招
待
状
を
送

付
し
ま
す
。

●
留
意
事
項　

▽
市
の
「
金
婚
を
祝
う
会
」
と
併

せ
て
福
島
民
報
社
と
公
益
財
団
法

人
福
島
県
老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会
が

実
施
す
る
「
し
あ
わ
せ
金
婚
夫
婦

表
彰
」
を
行
い
ま
す
。
記
念
品
が

贈
ら
れ
る
と
と
も
に
、
福
島
民
報

新
聞
の
金
婚
夫
婦
特
集
記
事
に
氏

名
と
年
齢
が
掲
載
さ
れ
ま
す
。

▽
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
感
染
状
況
に
よ
り
式
典
の
開
催

を
中
止
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ
先　

健
康
福
祉
課

（
☎
37
２
１
７
４
）

ホームページは
　�こちらから

結
婚
50
周
年
を
迎
え
る
方
へ

令和 3年度の様子
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お知 せら

　

市
観
光
協
会
は
、
市
内
の
夏
を

題
材
に
し
た
フ
ォ
ト
コ
ン
テ
ス
ト

を
開
催
し
ま
す
。

　

市
内
で
あ
れ
ば
、
ど
の
場
所
で

撮
影
し
た
も
の
で
も
応
募
で
き
ま

す
。

　

あ
な
た
の
自
信
作
を
お
待
ち
し

て
い
ま
す
。

●
応
募
規
定

▽
四
つ
切
ワ
イ
ド
（
カ
ラ
ー
、
白

黒
共
通
）

※
一
人
2
点
ま
で
。

▽
令
和
4
年
以
降
、
市
内
で
撮
影

し
た
未
発
表
の
も
の

●
留
意
事
項

▽
人
物
の
肖
像
権
が
発
生
す
る
場

合
な
ど
は
、
応
募
者
の
責
任
に
よ

り
解
決
す
る
こ
と
。

▽
応
募
の
際
は
、
必
ず
画
像
デ
ー

タ
を
添
付
す
る
こ
と
。

▽
入
選
作
品
の
使
用
権
は
主
催
者

側
に
帰
属
し
、
プ
リ
ン
ト
展
示
、

出
版
物
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
に

無
償
で
使
用
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。

●
応
募
資
格　

ど
な
た
で
も
応
募

で
き
ま
す
。

●
応
募
期
間　

9
月
1
日
︵
木
︶

～
9
月
22
日
︵
木
︶

※�

応
募
用
紙
は
市
観
光
協
会
で
配

布
す
る
ほ
か
、
同
協
会
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

で
き
ま
す
。

作品募集
第 6 回

ホームページは
　�こちらから

●
期
間　

7
月
16
日
︵
土
︶
～
8

月
21
日
︵
日
︶
９
時
～
16
時

●
駐
車
場　

272
台
（
無
料
）

※�

密
集
を
避
け
る
た
め
、
入
場
規

制
を
行
う
場
合
が
あ
り
ま
す
。

●
利
用
上
の
注
意

▽
遊
泳
区
域
外
で
は
泳
が
な
い
で

く
だ
さ
い
。

▽
水
上
バ
イ
ク
は
禁
止
で
す
。

▽
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
や
花
火
な
ど
火

気
の
使
用
、
ほ
か
の
利
用
者
に
危

険
、
迷
惑
と
な
る
行
為
は
厳
禁
で

す
。

▽
監
視
員
の
指
示
に
従
っ
て
く
だ

さ
い
。

▽
ご
み
は
持
ち
帰
っ
て
く
だ
さ
い
。

▽
飲
酒
後
は
泳
が
な
い
で
く
だ
さ

い
。

▽
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
感
染
防
止
対
策
を
徹
底
し
、
体

調
が
す
ぐ
れ
な
い
と
き
は
来
場
を

自
粛
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ
先　

市
観
光
協
会

（
☎
35
３
３
０
０
）

原
釜
尾
浜
海
水
浴
場
海
開
き
・
避
難
経
路
の
お
知
ら
せ

②「船越夕顔観世音」
尾浜字船越 169
▽避難ルートⒷ
▽避難距離　約 420m
▽所要時間　約 11 分

③「高平公園」
尾浜字高塚 217
▽避難ルートⒸ
▽避難距離　約 620m
▽所要時間　約 17 分　

防災緑地

尾浜こども公園

●避難場所および経路　

Ⓐ

Ⓑ
Ⓒ

②
③

①

※�海水浴場内と避難経路線上に避難案内看板が
あります。

●
入
選
作
品　

入
選
作
品
は
表
彰

す
る
ほ
か
、
次
の
と
お
り
展
示
し

ま
す
。

▽
日
時
＝
10
月
3
日
（
月
）
～
10

月
20
日
（
木
）
9
時
～
17
時

▽
場
所
＝
千
客
万
来
館

●
応
募
・
問
い
合
わ
せ
先　

市
観

光
協
会
（
☎
35
３
３
０
０
）

相馬の夏
フォトコンテスト

原釜尾浜海水浴場

松川浦方面←

①「津神社」
原釜字大津 239
▽避難ルートⒶ
▽避難距離　約 580m
▽所要時間　約 16 分
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「
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
」
は
、

全
て
の
国
民
が
犯
罪
や
非
行
の
防

止
と
罪
を
犯
し
た
人
た
ち
の
更
生

に
つ
い
て
理
解
を
深
め
、
そ
れ
ぞ

れ
の
立
場
で
力
を
合
わ
せ
、
犯
罪

や
非
行
の
な
い
明
る
い
社
会
を
築

こ
う
と
い
う
全
国
的
な
運
動
で
す
。

　
「
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
」

相
馬
市
推
進
委
員
会
は
、
7
月
の

強
調
月
間
に
合
わ
せ
、
青
少
年
の

健
全
育
成
を
願
い
、
次
の
イ
ベ
ン

ト
を
開
催
し
ま
す
。

　

抹
茶
・
菓
子
付
き
の
お
点
前
体

験
で
す
。

　

申
し
込
み
不
要
で
す
。
ぜ
ひ
立

ち
寄
り
く
だ
さ
い
。

※�

お
子
さ
ん
の
参
加
も
大
歓
迎
で

す
。

●
日
時　

7
月
10
日
︵
日
︶ 

10
時

※�

材
料
が
な
く
な
り
次
第
終
了
。

●
場
所　

振
興
公
社
振
興
ビ
ル
1

階●
参
加
費　

無
料

●
問
い
合
わ
せ
先　

相
馬
地
区
更

生
保
護
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
（
☎

26
５
６
７
４
）

﹁
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
﹂

相
馬
市
推
進
委
員
会
か
ら
の
お
知
ら
せ

ふ
れ
あ
い
お
茶
会

歌
っ
て
︑踊
っ
て
︑見
て
！

パ
ネ
ル
シ
ア
タ
ー

　

小
さ
な
お
子
さ
ん
か
ら
小
学
生

ま
で
、
ど
な
た
で
も
楽
し
め
る
イ

ベ
ン
ト
で
す
。

●
日
時　

7
月
16
日
︵
土
︶�

10
時

～
11
時

●
場
所　

相
馬
愛
育
園

●
参
加
費　

無
料

●
申
し
込
み
方
法　

電
話
で
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。

●
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先　

生
涯

学
習
課
（
☎
37
２
１
８
７
）

観
覧
者
募
集

　

音
楽
に
よ
る
地
域
づ
く
り
や
市

街
地
の
に
ぎ
わ
い
創
出
、
交
流
人

口
の
拡
大
な
ど
を
目
的
に
、
野
馬

追
の
郷
歌
う
ま
大
会
を
開
催
し
ま

す
。

　

の
ど
自
慢
の
一
般
の
方
が
出
場

す
る
ほ
か
、
プ
ロ
の
歌
手
も
ゲ
ス

ト
出
演
し
ま
す
。

　

観
覧
は
無
料
で
す
の
で
、
相
馬

野
馬
追
行
列
を
観
覧
し
た
後
に
、

ぜ
ひ
立
ち
寄
り
く
だ
さ
い
。

●
日
時　

7
月
23
日
︵
土
︶　

11

時
（
開
場
10
時
30
分
）

●
場
所　

市
民
会
館
大
ホ
ー
ル

●
出
演
者

▽
一
般
出
場
者
＝
約
60
人　

▽
山
上
公
民
館
フ
ラ
教
室
（
エ
・

フ
ラ�

マ
イ�
キ
ヨ
）

▽
ゲ
ス
ト
出
演
＝
蒔
田
さ
ゆ
り
、

吉
井
ま
こ
と
、
菊
地
登
志
彦
、
ダ

イ
ア
ナ
れ
い

▽
特
別
ゲ
ス
ト
＝
福
島
は
じ
め

●
申
し
込
み
方
法　

千
客
万
来
館

で
観
覧
券
を
配
付
し
ま
す
。

※�

全
席
指
定
。

●
問
い
合
わ
せ
先　

市
観
光
協
会

（
☎
35
３
３
０
０
）

第
4
回

野
馬
追
の
郷

歌
う
ま
大
会

参
加
者
募
集

第
47
回
相
馬
盆
踊
り
大
会

　

ふ
る
さ
と
の
祭
り
「
相
馬
盆
踊

り
大
会
」
を
3
年
ぶ
り
に
開
催
し

ま
す
。

　

ぜ
ひ
参
加
く
だ
さ
い
。

●
日
時　

8
月
13
日
︵
土
︶
18
時

※�

出
場
者
受
け
付
け
は
17
時
45
分

ま
で
。

●
場
所　

市
民
の
ひ
ろ
ば
（
市
民

会
館
駐
車
場
）

●
募
集
内
容

▽
団
体
の
部
（
大
人
の
部
、
子
ど

も
の
部
）
＝
10
人
以
上

▽
仮
装
の
部
＝
1
人
で
の
参
加
も

可※�

事
前
申
し
込
み
制
。
当
日
の
参

加
不
可
。

●
申
し
込
み
方
法　

申
込
用
紙
に

必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
市
観
光

協
会
に
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

※�

申
込
用
紙
は
、
市
観
光
協
会
で

配
布
す
る
ほ
か
、
同
協
会
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
で
き
ま
す
。

●
申
込
期
限　

7
月
20
日
（
水
）

※
応
募
多
数
の
場
合
は
先
着
順
。

●
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先　

市
観

光
協
会
（
☎
35
３
３
０
０
）

第 4 回相馬盆唄大会
　成績優秀者には表彰のほか、8 月 13
日開催の相馬盆踊り大会の際に、やぐら
の上で自慢ののどを披露いただきます。
　ぜひ参加ください。
●日時　7 月 30 日（土）13 時
●場所　市民会館大ホール
●参加料
▽一般の部　2,000 円
▽子どもの部　1,000 円（中学生まで）
●申し込み方法　市観光協会に申し込み
ください。
●申込期限　7 月 14 日（木）
◎詳細はホームページを確認ください。
●申込・問い合わせ先　市観光協会（☎
35-3300）

ホームページは
　�こちらから

　広報そうま 6 月 15 日号 8 ページの「発熱外
来診察室」の予約受付時間に誤りがありました。
　次のとおりお詫びして訂正します。
　　　　誤）12：00 ～ 14：15
　　　　　　�������������↓
　　　　正）12：30 ～ 14：15
●問い合わせ先　保健センター（☎ 35-4477）

お詫びと訂正
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お知 せら

●
募
集
区
分
　
警
察
官
B
（
高
校

卒
程
度
）

●
採
用
予
定
人
数

▽
男
性
・
一
般
＝
41
人
程
度

▽
女
性
・
一
般
＝
14
人
程
度

●
受
付
期
間　

7
月
25
日
︵
月
︶

～
8
月
19
日
︵
金
︶

●
一
次
試
験　

9
月
18
日
（
日
）

◎
詳
細
は
問
い
合
わ
せ
ま
た
は

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
確
認
く
だ
さ
い
。

福
島
県
警
察
官

募
集

●
問
い
合
わ
せ
先　

相
馬
警
察
署

（
☎
36
３
１
９
１
）

ホーム
ページ
はこちら

相馬警察署からの
お知らせ

●日時
▽第 1 回＝ 7 月 30 日（土）
▽第 2 回＝ 10 月 1 日（土）
※時間はいずれも 10 時～ 12 時。
●場所　公立双葉准看護学院（南相馬
市原町区萱浜字巣掛場 45-76）
●申し込み方法　電話で予約ください。
●申込期限
▽第 1 回＝ 7 月 25 日（月）
▽第 2 回＝ 9 月 26 日（月）
●申込・問い合わせ先　公立双葉准看
護学院（☎ 32-0990）

公立双葉准看護学院
見学説明会

参加者募集　
　

市
は
9
月
1
日
～
9
月
7
日
の

平
日
、
市
役
所
２
階
中
央
会
議
室

で
「
第
55
回
相
馬
市
発
明
展
」
を

開
催
し
ま
す
。

　

市
民
の
皆
さ
ん
の
創
造
的
で
ア

イ
デ
ア
に
富
ん
だ
作
品
を
ぜ
ひ
出

品
く
だ
さ
い
。

※�

上
位
入
賞
作
品
は
、
第
68
回
福

島
県
発
明
展
（
郡
山
市
で
開
催

予
定
）
に
出
品
さ
れ
ま
す
。

●
応
募
区
分　
　

▽
一
般
の
部
＝
市
内
在
住
ま
た
は

市
内
の
会
社
や
事
業
所
な
ど
に
勤

務
し
て
い
る
方

▽
児
童
・
生
徒
の
部
＝
市
内
の
小
・

中
学
校
、
高
校
に
在
籍
し
て
い
る

児
童
・
生
徒

●
募
集
作
品　

原
則
と
し
て
、
大

き
さ
が
縦
、
横
、
高
さ
と
も
に
1

メ
ー
ト
ル
以
内
、
重
量
が
20
キ
ロ

グ
ラ
ム
以
内
で
発
明
お
よ
び
考
案

さ
れ
た
実
物
ま
た
は
模
型
。

※
出
品
数
は
1
人
2
点
ま
で
。

●
出
品
料　

無
料

●
募
集
期
間　

7
月
28
日
︵
木
︶

～
8
月
25
日
︵
木
︶

●
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先　

商
工

観
光
課
（
☎
37
２
１
５
４
）

作
品
募
集

第
55
回
相
馬
市
発
明
展

　福島県警察は、メール配信サービ
ス「POLICE メールふくしま」により、
皆さんの安全・安心に役立つ情報を提
供しています。ぜひ登録ください。
● 登 録 方 法　スマートフォンで QR
コードを読み取り、表示される案内に
従って登録ください。

「POLICE メールふく
しま」に登録を

●配信情報　
▽なりすまし詐欺情報
▽不審者情報
▽犯罪発生情報
▽交通安全情報　など
●問い合わせ先
　相馬警察署（☎ 36-3191）

POLICE メール

第
72
回

福
島
県
統
計
グ
ラ
フ
コ
ン
ク
ー
ル

●
募
集
対
象
者　

小
学
生
以
上

●
課
題　

自
由

※
小
学
校
4
年
生
以
下
は
、
児
童

　

が
自
ら
観
察
・
調
査
し
た
結
果

　

を
グ
ラ
フ
に
し
た
も
の
。

●
作
品
規
格　

▽
７
２
・
8
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
×

５
１
・
5
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
（
Ｂ

2
判
）

▽
紙
質
、
色
彩
、
応
募
点
数
は
自

由※
裏
面
の
板
張
り
、
表
面
の
セ
ロ

　

ハ
ン
カ
バ
ー
、
2
枚
以
上
に
わ

　

た
る
シ
リ
ー
ズ
も
の
は
不
可
。

※
合
作
の
場
合
は
5
人
以
内
。

●
応
募
方
法
　
郵
送
な
ど
に
よ
り

直
接
応
募
く
だ
さ
い
。

※
作
品
の
送
料
は
応
募
者
負
担
。

※�

小
・
中
学
生
、
高
校
生
は
各
学

校
に
提
出
く
だ
さ
い
。

●
応
募
期
限
　

9
月
1
日
︵
木
︶

◎
詳
細
は
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
応
募
・
問
い
合
わ
せ
先　

県
企

画
調
整
部
統
計
課
（
☎
０
２
４
︱

５
２
１
︱
7
1
4
3
）

〒
９
６
０
︱
8
6
7
0　

福
島
市

杉
妻
町
２
︱
１
６（
本
庁
舎
5
階
）

ホーム
ページは
こちら

作品
募集

ホームページは
　�こちらから
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●
採
用
予
定
人
数　

3
人
程
度

●
受
験
資
格　

▽
平
成
7
年
4
月
2
日
か
ら
平
成

17
年
4
月
1
日
ま
で
に
生
ま
れ
た

方
（
学
歴
は
問
い
ま
せ
ん
）

▽
採
用
後
、
相
馬
地
方
管
内
市
町

村
に
居
住
で
き
る
方

●
試
験
日
︵
第
1
次
試
験
︶　

9

月
18
日
（
日
）

※�

第
2
次
試
験
は
第
1
次
試
験
合

格
者
に
別
途
通
知
し
ま
す
。

●
場
所　

相
馬
地
方
広
域
消
防
本

部
（
南
相
馬
市
原
町
区
高
見
町
一

丁
目
２
７
２
）

●
試
験
方
法　

▽
教
養
試
験
（
高

校
卒
業
程
度
）
▽
体
力
試
験
▽
適

性
検
査

 

相
馬
地
方
広
域
市
町
村
圏
組
合
か
ら
の
お
知
ら
せ

●
採
用
予
定
人
数　

1
人
程
度

●
受
験
資
格　

▽
昭
和
58
年
4
月
2
日
か
ら
平
成

10
年
4
月
1
日
ま
で
に
生
ま
れ
た

方▽
看
護
教
員
の
資
格
の
あ
る
方
、

ま
た
は
保
健
師
、
助
産
師
、
看
護

師
の
い
ず
れ
か
の
免
許
の
あ
る
方

で
、
令
和
5
年
4
月
1
日
時
点
で

保
健
師
、
助
産
師
、
看
護
師
と
し

て
5
年
以
上
業
務
に
従
事
し
、
看

●
受
付
期
限

▽
消
防
職
員
＝
8
月
12
日
︵
金
︶　

▽
看
護
教
員
＝
9
月
30
日
︵
金
︶

※
郵
送
の
場
合
、
必
着
。

●
受
付
場
所　

相
馬
地
方
広
域
市

町
村
圏
組
合
事
務
局
総
務
課
（
市

役
所
3
階
）

※�

申
込
用
紙
は
組
合
事
務
局
、
相

馬
地
方
の
消
防
署
・
分
署
、
相

馬
看
護
専
門
学
校
で
配
布
す
る

ほ
か
、
同
組
合
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま

す
。

◎
詳
細
は
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先　

相
馬

地
方
広
域
市
町
村
圏
組
合
事
務
局

総
務
課
（
☎
35
０
２
１
１
）

消
防
職
員
募
集

看
護
教
員
募
集

ホーム
ページは
こちら

護
教
員
を
志
願
す
る
方

※�

保
健
師
、
助
産
師
、
看
護
師
と

し
て
5
年
以
上
離
れ
て
い
る
方

は
除
く
。

●
試
験
日　

10
月
12
日
（
水
）

●
場
所　

相
馬
看
護
専
門
学
校

（
石
上
字
南
蛯
沢
３
４
４
）

●
試
験
方
法　

▽
論
文
試
験
▽
プ

レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
試
験
▽
個
別

面
接

　

相
馬
看
護
専
門
学
校
は
、
看
護

師
を
目
指
す
方
に
本
校
を
知
っ
て

も
ら
う
た
め
、
オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン

パ
ス
を
開
催
し
ま
す
。

●
日
時　

▽
7
月
31
日
︵
日
︶

▽
8
月
1
日
︵
月
︶

※
13
時
30
分
～
15
時
30
分

●
場
所　

相
馬
看
護
専
門
学
校

（
石
上
字
南
蛯
沢
３
４
４
）

●
内
容　

▽
学
校
紹
介

▽
看
護
技
術
体
験

▽
在
校
生
へ
の
質
疑
応
答　

な
ど

●
申
し
込
み
方
法　

▽
高
校
生
＝
進
路
指
導
担
当
の
先

生
に
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

▽
中
学
生
・
一
般
（
社
会
人
）
＝

相
馬
看
護
専
門
学
校
に
問
い
合
わ

せ
ま
た
は
同
校
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

●
留
意
事
項

▽
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
感
染
防
止
対
策
に
協
力
く
だ
さ

い
。

▽
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
影
響
に
よ
り
、
開
催
内
容
な
ど

を
変
更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ
先　

相
馬
看
護
専

門
学
校
（
☎
37
８
１
１
８
）

オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス

相
馬
看
護
専
門
学
校

参加者
募集

国立宮古海上
技術短期大学校

　

国
立
宮
古
海
上
技
術
短
期
大
学

校
は
、
国
土
交
通
省
の
所
管
す
る

学
校
で
、
優
秀
な
船
舶
運
航
技
術

者
の
育
成
を
目
的
と
し
、
海
と
船

を
フ
ィ
ー
ル
ド
に
学
ん
で
い
ま
す
。

　

卒
業
生
に
は
海
技
資
格
に
お
け

る
特
典
が
付
与
さ
れ
、
海
運
界
は

も
ち
ろ
ん
そ
の
関
連
産
業
を
中
心

に
幅
広
く
活
躍
し
て
い
ま
す
。

●
選
抜
区
分　

▽
学
校
推
薦
型
選
抜

▽
総
合
型
選
抜

▽
自
己
推
薦
型
選
抜

▽
一
般
選
抜

◎
詳
細
は
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ
先　

国
立
宮
古
海

上
技
術
短
期
大
学
校
教
務
課
（
☎

０
１
９
３
︱
６
２
︱
５
３
１
６
）

ホームページは
　�こちらから

入学試験

ホームページは
　�こちらから

【友だち登録方法】
LINE アプリ内の友だち検索で ID 検索を行う、
またはQRコードを読み込む。

soma_city＠
相馬市公式ライン

◎市政情報のほか、緊急情報（災害、防犯情報な
ど）などを随時発信しています。

共
通
事
項
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お知 せら
参加者

募集

第
8
回
松
川
浦
自
然
教
室

現
地
観
察
会

　

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
松
川
浦
ふ
れ
あ
い

サ
ポ
ー
ト
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
の
感
染
防
止
対
策
を

取
り
な
が
ら
、
松
川
浦
の
干
潟
の

現
地
観
察
会
を
開
催
し
ま
す
。

　

ぜ
ひ
親
子
で
参
加
く
だ
さ
い
。

●
日
時　

7
月
30
日
︵
土
︶
8
時

30
分
～
11
時
30
分
予
定

※�

小
雨
決
行
。
荒
天
時
は
中
止
す

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

●
集
合
場
所　

晴
風
荘
新
館
西
側

駐
車
場
（
岩
子
字
中
島
５
３
９
︱

１
５
）

※
8
時
30
分
厳
守
。

●
対
象
者　

小
・
中
学
生
の
親
子

●
内
容　

県
立
松
川
浦
自
然
公
園

（
晴
風
荘
新
館
北
東
側
）
の
干
潟

生
物
の
観
察
会

●
講
師　

鈴
木
孝
男�

氏
（
み
ち

の
く
ベ
ン
ト
ス
研
究
所
所
長
・
理

学
博
士
）　

ほ
か

●
持
参
物
な
ど　

▽
長
靴
ま
た
は
シ
ュ
ー
ズ

▽
帽
子

▽
タ
オ
ル

▽
雨
具　

な
ど

※
必
ず
マ
ス
ク
を
着
用
く
だ
さ
い
。

●
定
員　

30
人
（
先
着
順
）

●
参
加
費　

500
円
（
傷
害
保
険
、

昼
食
・
飲
み
物
代
）

●
申
込
期
間　

7
月
1
日
（
金
）

～
7
月
15
日
（
金
）

※
定
員
に
な
り
次
第
終
了
。

●
申
し
込
み
方
法　

電
話
で
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。

▽
必
要
事
項
＝
氏
名
、
住
所
、
電

話
番
号
、
学
年　

な
ど

▽
受
付
時
間
＝
9
時
～
17
時

◎
詳
細
は
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先　

Ｎ
Ｐ

Ｏ
法
人
松
川
浦
ふ
れ
あ
い
サ
ポ
ー

ト
（
松
川
浦
環
境
公
園
内
）（
☎

38
６
２
２
２
）

令
和
4
年
度

自
衛
官
採
用
案
内

　

防
衛
省
・
自
衛
隊
は
、
次
の
と

お
り
採
用
試
験
を
行
い
ま
す
。

◎
詳
細
は
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ
先　

自
衛
隊
福
島

地
方
協
力
本
部
相
双
地
域
事
務
所

（
☎
23
４
７
１
２
）

ホーム
ページ
はこちら

　

市
は
、
相
馬
市
史
第
8
回
目
の

配
本
と
な
る
「
相
馬
市
史�

第
3

巻�

通
史
編
Ⅲ�

近
代
・
現
代
」
を

刊
行
し
ま
し
た
。

　

本
市
の
明
治
期
か
ら
市
制
施
行

50
周
年
（
平
成
16
年
3
月
）
ま
で

の
行
政
・
産
業
・
社
会
・
教
育
・

文
化
の
発
展
と
、
こ
れ
ら
を
推
進

し
て
き
た
多
く
の
人
々
の
足
跡
を

明
ら
か
に
す
る
1
冊
で
す
。

●
サ
イ
ズ　

Ｂ
5
判

●
価
格　

５
、０
０
０
円
（
税
込

み
）

▽
第
4
巻
資
料
編
Ⅰ
（
原
始
・
古

代
）

▽
第
4
巻
資
料
編
Ⅰ
（
中
世
）

▽
第
5
巻
資
料
編
Ⅱ
（
近
世
1
）

▽
第
6
巻
資
料
編
Ⅲ
（
近
世
2
）

▽
第
7
巻
資
料
編
Ⅳ
（
近
代
・
現

代
）

▽
第
8
巻
特
別
編
Ⅰ
（
自
然
）

▽
第
9
巻
特
別
編
Ⅱ
（
民
俗
）

︻
好
評
販
売
中
!
︼

●
既
刊
の
相
馬
市
史

相馬市史 
第 3 巻 通史編Ⅲ 
近代・現代 刊行

●
販
売
場
所
　

▽
市
内
書
店
（
広
文
堂
書
店
、
丁

子
屋
書
店
）

▽
図
書
館

▽
市
役
所
1
階
市
史
編
さ
ん
室

●
問
い
合
わ
せ
先　

市
史
編
さ
ん

室
（
☎
37
２
１
０
０
）

募集項目 航空学生 一般曹候補生 自衛官候補生
（男女）

受付期限 9 月 8日（木）
※締切日必着。

9月 5日（月）
※締切日必着。 随時

応募資格
▽海自：18歳～ 23歳未満の方
▽空自：18歳～ 21歳未満の方
※�高卒者（見込み含む）または
高専3年次修了者（見込み含む）

18歳以上 33歳未満
※ �32 歳の方は、採用予定月末日現在、33歳に達
していない方。

試験日程 9 月 19日（月）
1次試験（筆記）

▽1次：9月15日（木）～18日（日）
▽2次：10月8日（土）～23日（日）
※いずれかの 1日を指定。

9月16日（金）
以降


